
科目番号 １０４ 

授 業 

科目名 
商法概論  必 修 開講年次 １ 単位数 ２ 

科目区分 専門科目 

サブ       

タイトル 
“商法を好きになるため、全体を把握しよう” 担当者 織田 恭一 

講義概要 

【概要】 商事法は民事法の中心をなす重要法律であり、企業に就職する場合や各種国家試験を受

験する場合には、必須の科目である。  

その中でも、会社法は商事法の中心をなす法であり、毎年のように改正が行われており、ライ

ブドア事件や企業買収事件でもわかるように実社会に密着した法である。                                                          

そこで、本講義では、商事法はどのような法律であり、他の法律とどのような関わり合い持って

いるのか等に関し、最近の事件等も参考にしながら分かりやすく講義する。 

 

【到達目標】 ２年次以降に、会社法、手形小切手法、商法総則・商行為法などを履修するための、

商事法全般の基礎的理解を目標とします。 

履修条件 
特になし。 

 

教科書・

参考書 

【教科書】「伊藤真の商法入門 」（日本評論社）  

 

【参考書】特になし。 

授業回数 内容  

1 会社の意義 

2 会社の種類と責任の態様 

3 株式会社の設立 

4 株主の権利と株主平等の原則 

5 株式と投下資本の回収 

6 コーポレートガバナンス 

7 会社の機関とその役割 

8 株式会社の設立と資金調達 

9 利益配当、会社の合併＆解散・清算 

10 手形法総論 

11 手形行為の性質と権利の発生 

12 善意者保護の制度 

13 商業使用人 

14 商業登記 

15 商行為 

評価方法 
原則として期末試験によるが、出席状況も考慮します。 

 

評価基準 

上記授業の内容について、よく理解・表現できた者には「Ａ」を与える。内容についての理解や

表現が不十分である者はその程度に応じて「Ｂ」または「Ｃ」とし、内容についての理解自体が

一定の基準に達していない者はその程度に応じて「Ｄ」または「Ｅ」とする。 

その他 
真に実力をつけたい学生は、極力、出席すること。 

 

 


